
目 的

近年，がん化学療法は外来化学療法が主流となり，
注射抗がん剤は医療機関にて投与され，内服抗がん
剤や支持療法薬が保険薬局で調剤されることが増加

している．このような背景から，効果的で安全な薬
物療法を行うための適切な服薬指導が重要と考えら
れる．しかし，保険薬局では，がん患者における服
薬指導においては限られた情報の範囲内で指導を行
っているという報告１）２）があり，十分な指導は困難で
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薬局では，がん患者における服薬指導において，限られた情報の範囲内で行っていることから，
十分な指導は困難であると指摘されている．抗がん剤に対する医療機関と保険薬局との連携（薬・
薬連携）による情報共有をより充実させることを目的にアンケート調査を行った．その結果をふ
まえ，病院と保険薬局の患者情報共有のあり方について検討した．レジメンシールを保険薬局と
の情報共有の媒体としてお薬手帳に貼付した．多くの保険薬局はがん化学療法に薬剤師が関与し
ていくことは重要であると考えており，そのためには薬・薬連携がさらに必要になるということ
が判明した．薬・薬連携を充実させていく上で，投与スケジュールが最も必要とする情報であっ
た．また，疑義照会においても投与スケジュールに関する問い合わせが多かった．保険薬局の薬
剤師は，情報が少ない中でも積極的に関与し，がん医療に大きく貢献したいということが推察さ
れた．がん化学療法に薬剤師がより深く関わっていくためには，お薬手帳などを活用した情報共
有は重要である．お薬手帳の利用は，薬・薬連携を円滑に推進することができ，地域連携の強化
につながると考えられた．
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① 抗がん剤あるいは支持療法を含む処方箋を調剤した経験はありますか．

② 抗がん剤あるいは支持療法について服薬指導を行ったことがありますか．

③ 抗がん剤あるいは支持療法を含む処方箋を調剤する時や服薬指導を
行う場合に情報不足を感じますか．

④ 上記３で「はい」と回答された先生へご質問です．抗がん剤および支持療法に
用いる薬剤について説明しづらかったというご経験はありますか．

⑤ 上記４で「ある」と回答された先生へご質問です．説明しづらかった薬および
説明しづらかった理由について教えてください．

⑥ 抗がん剤あるいは支持療法の処方について，疑義照会を行ったことがありますか．

⑦ 上記６で「はい」と回答された先生へご質問です．疑義照会を行った項目について
あてはまるものを教えてください．

⑧ がん化学療法に薬剤師が関与していくことは重要と思いますか．

⑨ がん化学療法を行う上で薬・薬連携がさらに必要になると思いますか．

⑩ 上記９で「はい」と回答された先生へご質問です．薬・薬連携を進めていく上で
病院薬剤師と共有したい情報を３つ教えてください．

⑪ その他，何かご意見等がありましたらご記入ください．

方 法

結 果

あると指摘されている．そのような問題を改善する
目的で，抗がん剤に対する医療機関と保険薬局間と
の連携（薬・薬連携）が行われてきており，さまざ
まな取り組み３）―５）が行われている．国立病院機構都
城医療センターにおいても保険薬局との連携を図る
目的で，症例検討会を企画するなどの取り組みを行
っていたが，症例検討会の中で外来がん患者に対す
る情報提供が少ないと感じる事例を経験した．そこ
で今回，薬・薬連携による情報共有をより充実させ
ることを目的にアンケート調査とレジメンシールの
作成を行い，今後の情報共有のあり方について検討
した．

平成２９年２月１日から２８日の期間に，都城市北諸
県郡薬剤師会を通じて会員の保険薬局（８６店舗）に
対して無記名方式でアンケート調査を行った．その
結果を踏まえ，医療機関と保険薬局との情報共有ツ
ールとして作成したお薬手帳に貼付するレジメンシ
ールについて検討し，がん化学療法における保険薬
局への情報提供について考察した．アンケート調査
項目を表１に示す．

１．アンケート調査
アンケートを配布した保険薬局８６施設のうち，６９
施設から有効回答（回収率８０．２％）を得た．がん化
学療法関連の調剤経験があると回答した薬局は６８施
設（９８．６％）であった．服薬指導を行ったことがあ
ると回答した薬局は６６施設（９５．７％）であった．調
剤時，服薬指導時に情報不足を感じているのは６２施
設（８９．９％）であり（図１），うち４８施設（７７．４％）
が説明しにくい薬があると回答した．その内訳は，
ステロイド剤，漢方薬の順であり，その理由として，
服用タイミングがわからない，処方意図がわからな
い，使用目的がわからない，どの抗がん剤の支持療

表１ アンケート内容

図１ アンケート結果（調剤時および患者指導時の
情報）
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法かわからないという順に高かった（図２）．
疑義照会を行ったことがあると回答した薬局は３２
施設（４６．４％）であった．その内訳は，投与スケジ
ュール，服用タイミング，告知の有無の順に高かっ
た（図３）．がん化学療法に薬剤師が関与していく
ことは重要であると回答した薬局は６６施設
（９５．６％）であった．また，同時にがん化学療法を
行う上で薬・薬連携がさらに必要になると思うと６６

施設（９５．６％）が回答した．病院薬剤師と共有した
い情報として，投与スケジュール，告知の有無，病
名の順に高かった（図４）．

２．レジメンシールの作成と運用
保険薬局のアンケート結果を参考に，お薬手帳を
用いて医療機関と保険薬局で患者情報を共有する方
法として，レジメンシールを作成した（図５）．入

図２ アンケート結果（抗がん剤および支持療法における患者説明）

図３ アンケート結果（医師への疑義照会）
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考 察

院中にがん化学療法が施行され，告知された患者を
対象として，施行日，身長・体重・体表面積，レジ
メン名称，使用した注射剤名，投与量が記載されて
いるレジメンシールを保険薬局との情報共有の媒体
としてお薬手帳に貼付した．また，治療スケジュー
ル，使用目的，副作用の症状や出現時期については，
服薬指導時に使用している服薬指導シートを用いた．
さらに，保険薬局でお薬手帳に副作用を記載するこ
とにより，薬局から病院へ情報をフィードバックす
ることが可能となった．

今回の調査において，約９０％の保険薬局の薬剤師
が調剤時および服薬指導を行う時に患者の情報不足
を感じており，他の報告と同様１）２）５）の結果であった．
がん化学療法の全体が把握できないため，適切な服
薬指導が提供されていないことが推察された．その
ため，積極的な指導が行えないことから，治療の安
全性担保が不十分になることが考えられる．このこ
とから，病院薬剤師から保険薬局の薬剤師に対して
情報提供する必要性が強く感じられた．
今回の調査で，最も必要としている患者情報は投

与スケジュールであることが判明した．また，疑義
照会においても問い合わせが多かったことから，保
険薬局の薬剤師は，情報が少ない中でもがん化学療
法において必要な情報を収集し，的確な服薬指導に
つなげたいということではないかと推測される．服
薬指導シートとレジメンシールを貼付したお薬手帳
を活用することにより，薬・薬連携を推進すること
ができがん化学療法の安全性と有効性を担保できる
と考える．
本来，お薬手帳は，調剤された医薬品の情報を記

録するツールではなく，患者におきている事象を患
者が記録するものである６）．医薬品の効果や副作用
などの体調変化を患者自身が記録することで患者と
情報共有ができ，未然に副作用の重篤化を回避でき
ることが期待され，安全で有効な薬物治療につなが
ると考えられる．そのためには，医療機関，保険薬
局の薬剤師はお薬手帳の意義や利用方法について十
分説明を行う必要がある．保険薬局と定期的に行っ
ている症例検討会の中で，不明な処方箋やお薬手帳
の記載内容を互いに持ち寄り，意見交換を行い問題
解決を図ることでお薬手帳の適正な使用につながる
と考えられる．
がん化学療法に薬剤師がより深く関わっていくた
めには，お薬手帳などを活用した患者情報の共有化
は重要であると考えられる．お薬手帳の利用により，

図５ レジメンシール

図４ アンケート結果（病院薬剤師との情報共有）
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薬・薬連携を円滑に推進することができ地域連携の
強化につながると考えられた．

著者の利益相反：本論文発表内容に関連して申告な
し．
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